
【お知らせ】 

４ページ 6.4 a)の最終行に 

『例えば日本セラミックス協会認証標準物質 JCRM R031 アルミナ(微粉末)を 

用いる』 

とございますが、 

JCRM R031 アルミナは頒布を終了致しておりますので、現在該当する認証標準

物質としては JCRM R034 アルミナとなります。 

ご参考 http://www.ceramic.or.jp/csj/standard/jinkou.html 
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